
工 事 名

工 事 場 所 鳥羽市 松尾町 地内

工 事 種 別

当 初 契 約 年 月 日

変 更 契 約 年 月 日

当 初 工 事 期 間  令和３年１２月２２日 ～  令和４年３月２１日

変 更 後 工 事 期 間

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

８,０４１,０００円(税込み)

６４５,７００円(税込み)

８,６８６,７００円(税込み)

当初工事期間どおり

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとす
る。

コンクリートブロック積において、裏込めコンクリート未計上分について
変更増するもの。

令和3年国災第42号普通河川鈴串川河川災害復旧工事

土木工事

変 更 工 事 概 要

第42号施工延長　L=36.6ｍ
　1号箇所　施工延長　L=15.4ｍ
　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=39.81㎡
　小口止工　　　　　N=2基
　すり付け工　　　　A=3.8㎡
　仮設工　　　　　　N=1式
2号箇所　施工延長　L＝21.2ｍ
　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=59.26㎡
　小口止工　　　　　N=1基
　すり付け工　　　　A=4.1㎡
　仮設工　　　　　　N=1式

 令和３年１２月２２日

 令和４年２月１４日

様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

鳥羽市相差町2031番地10

有限会社　マルミ商会

代表取締役　中世古　美善


